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第５号様式（第７条関係） 

 

会議録 

会 議 の 名 称 平成２８年度清須市社会教育施設運営委員会 

開 催 日 時 
平成２８年６月２９日（水） 

午後１時から２時２０分 

開 催 場 所 清洲市民センター ２階 ２０１集会室 

議 題 

１ あいさつ 

２ 委嘱状交付 

３ 議題 

議題１ 平成２７年度社会教育施設利用状況

について 

 議題２ 社会教育施設の指定管理評価につい

て 

議題３ その他 

会 議 資 料 

会議次第 

委員名簿 

社会文化・体育施設利用実績【資料１】 

平成２７年度指定管理者評価結果関係【資料２】

清須市社会教育施設運営委員会条例 

公開・非公開の別 

(非公開の場合はその理由) 
公開 

傍 聴 人 の 数 

(公開した場合) 
０人 

出 席 委 員 

鈴木委員長、後藤（昌）副委員長、石田委員、

岡松委員、伊東委員、後藤(悦)委員、黒田委員、

石川委員、武島委員、海川委員 

欠 席 委 員 日下部委員、山内委員 

出 席 者 （ 市 ） 齊藤教育長、寺井教育部長 

事 務 局 

（生涯学習課） 

栗本課長、近藤主幹、林副主幹兼係長、藤田係

長 

（スポーツ課） 

前田課長、吉田副主幹 

会議の経過 

● 事務局 

本日は、大変お忙しい中、清須市社会教育施設運営委員会にご出席をいただ

きましてありがとうございます。また、日ごろは、社会教育諸事業にご協力い

ただき、誠にありがとうございます。 
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会を始める前に本日の欠席者の委員をお知らせいたします。日下部委員、山

内委員は所用で欠席の連絡をいただいています。 

 ただいまから、平成２８年度清須市社会教育施設運営員会を開催いたしま

す。 

なお、本日は、清須市附属機関等の会議の公開に関する要綱第３条の規定に

より公開会議となっていますのでよろしくお願いします。 

 

１ あいさつ 

  齊藤教育長及び鈴木委員長よりあいさつ 

 

２ 委嘱状交付 

  机上交付 

 

《意見の要旨》 

３ 議題１ 平成２６年度社会教育施設利用状況について 

「社会文化・体育施設利用実績【資料１】」の説明 

○鈴木委員長 

社会文化･体育施設利用実績について、事務局より説明がありましたが何か

ご質問、ご意見がありますか。 

○武島委員 

  西枇杷島小田井公民館（にしび創造センター）の「利用実績数」の上に記載

のある数字は公民館部分で( )内の数字は建物全体の利用の数でしょうか。ま

た、西枇杷島問屋記念館が昨年度と比較すると飛躍的に数字が伸びていますが

その理由と思われるものがありますか。３点目は、西枇杷島野球場の利用実績

数は昨年度と比較すると利用が多くなっていますが、使用料が若干減少してい

る理由をお願いします。 

●事務局 

( )内は全体の数です。上段が公民館の利用実績数です。西枇杷島問屋記念

館につきましては、ウォーキングが開催されたからです。名鉄やＪＲのウォー

キングがあるかないかで、このような差が生じます。 

●事務局 

西枇杷島野球場につきましては、ナイター設備がありその利用の比率の兼ね

合いでこのような現象が生じます。 

○岡松委員 

  平成２６年度と平成２７年度の増減及びその理由について一目でわかるよ

うな表に作った方が良いのではないでしょうか。 

●事務局 

  来年度は、わかるような表にしてお示しできるようにします。増えている施

設では、新川体育館が平成２６年度途中で使えなくなったということで周りの

施設の利用が増えたと思われます。また、料金改定が途中であったためその影

響も考えられます。そのような分析も今後分かるように示していきます。 
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 議題２ 社会教育施設の指定管理評価について 

●事務局 

【資料２：夢広場はるひ（図書館、美術館・夢の森公園）指定管理業務 実

地調査実施結果表、アルコ清洲指定管理業務 実地調査実施結果表、カルチ

バ新川指定管理業務 実地調査実施結果表、平成２７年度指定管理者評価結

果（夢広場はるひ、清須市清洲勤労福祉会館、清須市新川地域文化広場）】

の説明 

○鈴木委員長 

 夢広場はるひ、アルコ清洲、カルチバ新川の説明がございました。何かご質

問、ご意見はありませんか。 

○伊東委員 

  体育協会でアルコ清洲も使わせていただいていますが、利用料金も上がり、

自分たちも利用者という意識の中で物事を見るようになりました。 

 市民卓球大会で５台の卓球台が壊れていたため使えませんでした。壊れてい

るという意識がなく通常通り置いてありました。知っている人に聞くと他の備

品も使えないものが多々あるということで備品の管理をされていないという

ことが１点目。また、職員対応の横暴さが見受けられます。使っていただいて

いるという意識が足りないのではないでしょうか。 

また冷暖房費について「空調を使わなければ料金が安くなるのか」と質問し

ましたがアルコの職員は知りませんでした。「クレームは市を通してほしい」

と言われた。それはいかがなものでしょうか。市体育協会会員の評判は良くな

いです。すべてがＡということで、これで問題ないと言われると会員の皆様に

申し訳なく思います。 

●教育長 

  このような意見が出てこないと改善がされない部分もあります。５年間の委

託契約ですから改善がされていかなければ違うところにお願いするしかない

ため、このような会が必要だと思っています。判定する職員もこの判定で良い

と思ってしまっているといつまでも改善がされないので、このような意見がた

くさん出ると良いと思います。今回もこれらの件を管理者に伝えます。 

●事務局 

備品については市も把握しています。備品の全部を毎月確認するわけにもい

かないので、ご意見をいただいて市や指定管理者が確認をする手順になると思

います。教育長が申しましたようにご意見をどんどんお聞かせいただいて改善

していきたいと思います。職員対応につきましては、言い回しが上手ではない

職員もいます。その事例は市の担当者としても感じることがありますので、指

定管理者に指導し改善に努めていきたいと思います。 

冷暖房費につきましては、アルコのメインホール、サブホール、さわやかプ

ラザの多目的ホールのみに限るのですが、運動する時に冷暖房は要らないとい

う意見があります。今までは一律にいただいていましたが、４月からは必要が

なければ当然冷暖房費はいただかないという形で運用を統一しています。職員

の中で対応が統一されていないかも知れませんので徹底して指導してまいり

ます。 

○鈴木委員長 

  ご意見ポストなど設置されていますか。 

●事務局 

期間限定でアンケートを設置し、皆様の意見を聞くポストを設置していま
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す。 

○伊東委員 

日頃の関係が良ければ利用している場所で伝えることができます。職員の教

育をしていただいて、利用者と管理者の関係が良くなれば直接伝えることがで

きると思います。 

●教育長 

 形式的なチェックに終わらないように、また、利用者が不愉快な思いをしな

くてもすむように委託業者に伝達が行き届くようにしていきます。 

 ポストもありますが、直接教えていただければより早く対応ができるかと思

いますので、教育委員会、生涯学習課、スポーツ課にご一報いただければあり

がたいと思います。 

○黒田委員 

 市では、例えばクーラーを７月から入れる決まりだと思いますが、利用者か

ら料金を払うので入れて欲しいという要望があれば入れてあげるのはいかが

でしょうか。 

●事務局 

  ７月から９月までは必ず料金をいただくことになっていますが、その前後に

ついては暑い日は料金をいただき冷房を入れるようにしています。 

  冷暖房の切り替え時期の都合で対応できない場合もありますが、柔軟に対応

するようにしています。 

○海川委員 

 春日小学校ですが、図書館は学区にありますので連携をしたいと思っており

ます。図書館から本を持ってきていただいて学校で利用したいと思い相談に行

きました。実際、近いうちにできるのではないかと思っています。相談した際、

どのようなことができるかと言ったところ、どのようなことをしたいのかと言

われ責められているように感じました。利用を増やそうと思えば連携すること

によりどちらもメリットがあることだと思うのでこちらも提案しますので、図

書館からもたくさんの提案をしていただけると良い案が出てくると思います。

●教育長 

  現在西枇杷島中学校と清洲中学校に図書館から毎月１００冊ずつ借りて貸

出をしています。本を買う予算が限られているので１００冊なり、５０冊なり

まとめて借りてきて責任を持って返せる状態であれば図書館は対応してくれ

ると思います。図書館と学校でよく話をしていただければ良いと思います。 

○武島委員 

  昨年度もすべての施設がＡとなっていますが、委員さんから継続だからＡと

いうのであれば毎年どんどん下がっていくというご意見を言われました。例え

ば図書館の人員体制がＡとなっています。事務所を開けても誰もいないという

ことを申し上げましたが、昨年度は気のせいと言われました。指定管理はどこ

の施設でも人員は厳しい状態でやっているのでどこの受付も削減していて人

が少ない、なかなかユーザーの思いに応えてくれない、そこの教育がなってい

ないというのはどこの施設も同じだなということを感じます。そこを指導して

いくのがスポーツ課さんなり生涯学習課さんというところで、このＡというが

全く不服です。人員は足りていないと感じます。 

図書館については、基本的運営方針を公表するというのがあるので２８年度

の事業計画がホームページ上で見られます。そこでは学校と連携したいと言っ

ています。にもかかわらずフェイスブックでは日本一ビールに詳しい図書館に

なりたいと言っています。方針が何なのか、特に指定管理期間が５年という長

い期間になりましたので５年あれば指定管理で何ができるのかということを
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市民に示していただきたい。そこで学校と連携していきたいとうたっているの

であれば、学校のことならこの担当者にというように指定管理者として育成し

て欲しいです。資料２にＢが出てきまして、課題を含むということのＢなので

すが、貸出やカード更新の手続きのルールについて遵守しているかということ

ですが、個人に関しては３年毎に更新手続きが必要となりますが、団体貸出に

ついては規定がないのに今年から単年度更新になったと窓口で言われました。

団体貸出は大きく分けて自主グループの団体、学校や保育園など公共施設に貸

し出す団体もあり趣旨も違えば内容も違うのでひとつの方式で行おうとして

いることが混乱を招いているのがＢになっていると思います。ここがＣではな

いかという気にはなっています。確認基準については毎年同じ仕様なのはわか

りやすいですが、図書館においては、公共図書館の望ましい基準が文科省から

出ています。その基準に合致しているかの評価も行政にしていただきたいと思

います。資料収集に関する方針も公表すべきという文言もありますので、指定

管理が毎月どのような本を買っているのか見るすべがありません。指定管理者

としての評価と公共図書館としての評価を同時にしていっていただきたいこ

とを要望させていただきます。 

●事務局 

  非常に良いご意見をいただきました。ありがとうございます。ただ、評価と

いうことにつきましては、委員の中にも評価を経験した方もたくさんいらっし

ゃるかと思いますが、我々は不可な面を見つけ出そうという評価をするつもり

はありません。従って評価基準につきましても、例えば今年は掃除をしっかり

やって欲しいこと等を指定管理者と協議をします。カルチバですと、温室を今

年はきれいにして欲しいことをこちらから提案します。細かなところまでは無

理ですが、１年間これをみていきますからしっかりやってくださいと事前に市

の意見を提案します。基準につきましては図書館もスポーツ施設もそうです

が、毎年少しずつ変化をつけております。視点を変えて少しずつ良い評価がで

きるように、またそれを皆さんにご報告できるようにしていきたいと思いま

す。 

●事務局 

  私のほうから１点あります。評価の基準ですが、武島委員から言われたよう

に人員の関係でＡをつけています。なぜＡをつけているのかといいますと、確

かに職員が少ない時もあります。交代制でギリギリの人員でやっているという

ところもあります。清須市が支払う指定管理料という限られた金額の中でやっ

ていただいているので、そちらの面からも評価しております。評価をどこでつ

けているのか、どこで判断しているのかと議会でも聞かれたことがあります。

答弁したのが指定管理料という限られた金額の中でどれだけやっていただい

ているのかということもみていると答えています。そういった視点からもＡを

つけさせていただいておりますので、その辺はご理解いただきたいと思いま

す。 

○鈴木委員長 

  委員から良い意見が出ました。指定管理者に事務局がこのような意見を届

け、指導していただきたいと思います。 

他にご意見はございませんか。 

○後藤（昌）副委員長 

苦情で美術館の係りの人の目つきが悪いということがありますが、来る人に

絶えず意見を求めようとすると逆に行き過ぎてしまう気がします。アルコでの

対応は悪かったであろうけれど、来る人来る人、利用者に意見を求めすぎてし

まうと逆に足かせになってしまい、いけないような場合があると思います。余

りにも行き過ぎた利用者の声が足かせにならないようにと思いました。 
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○鈴木委員長 

他にご質問並びにご意見もないようですので、議題(２)の｢社会教育施設の

指定管理評価について｣を承認することに賛同される方の拍手をお願いしたいと

思います。 

(拍手) 

○鈴木委員長 

ありがとうございました。それでは、社会教育施設の指定管理の評価につい

ては、運営委員会により承認されました。 

それでは（３）その他について、事務局から何かありますか。 

 

 議題３ その他について 

●事務局 

図書館の夏時間制度導入について 

７月１６日から８月３０日まで、現在の午前１０時の開館を午前９時から

とする。閉館時間は変更せず、冬においては午後６時以降の来館者が急減す

ることを鑑み、開館時間は変更せず、閉館時間を１時間繰り上げる。 

※今年度の冬時間の開始時期については今後協議。今年度は試行とし、利

用者の声を反映し来年度以降に向けて検討していく方針。 

○鈴木委員長 

他にございませんか。 

○鈴木委員長 

その他になければ終了したいと思います。 

以上を持ちまして、本日提出されました議題についてはすべて終了いたしま

した。ご協力ありがとうございました。それでは、事務局にお返しします。 

●事務局 

本日は、長時間に渡り慎重審議ありがとうございました。 

これをもちまして、平成２年度清須市社会教育施設運営委員会を閉会いた 

します。 

 

閉会（ 午後２時２０分 閉会 ） 

 

 

会 議 の 結 果 審議に関する事項はなし 

問 い 合 わ せ 先 教育委員会事務局教育部生涯学習課･スポーツ課 

０５２－４０９－６４７１（清洲市民センター）

０５２－４０９－１５３５（新川ふれあい防災セ

ンター） 

 


